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か
つ
て
民
衆
史
研
究
は
、
民
衆
の
主
体
的
動
向
や
そ
の
生
活
・
習

俗
に
焦
点
を
あ
て
、
民
衆
の
視
点
か
ら
歴
史
の
展
開
過
程
を
解
き
明

か
そ
う
と
す
る
目
的
の
も
と
、
様
々
な
研
究
方
法
や
視
角
を
模
索
し
、

(1
)
 

そ
の
成
果
を
積
み
上
げ
て
き
た
。
そ
の
後
、
「
民
衆
の
視
点
」
か
ら

歴
史
を
全
体
史
と
し
て
再
構
成
す
る
と
い
う
民
衆
史
研
究
の
視
座
そ

の
も
の
は
、
一
九
八
五
年
に
は
じ
ま
る
勝
俣
鎮
夫
氏
の
「
村
町
制

{3
〉

論
」
や
藤
木
久
志
氏
の
「
村
論
」
に
も
継
承
さ
れ
、
さ
ら
に
近
年
で

は
、
両
氏
の
研
究
が
提
示
し
た
中
近
世
移
行
期
社
会
の
実
像
と
、
そ

れ
に
対
す
る
議
論
を
再
検
討
し
、
そ
の
論
点
を
整
理
す
る
論
考
が
散

(4
)
 

見
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
民
衆
史
研
究
が
強
調
し
継
承
し
て
き
た
視

は

じ

め

に

座
の
有
効
性
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
失
わ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し

一
方
で
、
「
民
衆
の
視
点
」
11

「
下
か
ら
」
の
歴
史
の
捉
え

方
で
は
、
「
権
力
側
の
視
点
」
11

「
上
か
ら
」
の
編
成
や
指
向
性
を
見

落
と
す
こ
と
と
な
る
と
し
、
村
や
百
姓
・
民
衆
の
視
座
か
ら
み
る
と

い
う
分
析
視
角
に
対
す
る
疑
義
も
、
絶
え
ず
提
起
さ
れ
続
け
て
い
る
。

歴
史
を
み
る
目
は
、
こ
う
し
た
二
者
択

一
で
事
足
り
る
わ
け
で
は
な

く
、
様
々
な
角
度
か
ら
の
追
究
が
必
要
と
な
る
こ
と
は
改
め
て
い
う

ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
「
民
衆
の
視
点
」
か
ら
捉
え
た
中
世

か
ら
近
世
の
人
び
と
の
営
み
と
、
そ
の
過
程
で
創
り
上
げ
ら
れ
て
き

た
生
き
る
た
め
の
様
々
な
仕
組
み
や
関
係
性
を
踏
ま
え
る
こ
と
な
し

に
は
、
中
世
・
近
世
社
会
の
実
像
を
理
解
で
き
な
い
こ
と
も
ま
た
、

(
6
)
 

間
違
い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
、
近
年
に
お
け
る
中
匪
後
期
か
ら
中
近
世
移
行
期
の
村

日
本
中
世
史
・
近
世
史
研
究
の
な
か
の
民
衆

長

谷

川

裕

子
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研
究
で
は
、
一
九
八

0
年
代
以
降
の
議
論
を
検
証
・
継
承
し
、
ま
た

時
に
批
判
を
加
え
な
が
ら
、
新
た
な
枠
組
み
を
提
示
し
よ
う
す
る
研

究
も
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
二

0
ニ
―
年
度
歴
史
学
研
究
会
大
会
中

世
史
部
会
報
告
に
お
い
て
も
「
荘
園
」
や
「
村
」
が
テ
ー
マ
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
る
な
ど
、
近
年
、
再
び
地
域
社
会
論
・
村
論
に
関
す

る
研
究
の
蓄
積
が
め
ざ
ま
し
い
。
た
だ
、
新
た
な
シ
ェ
ー
マ
を
模
索

す
る
た
め
の
試
み
が
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
を
、
「
中
世
史
」

「
近
世
史
」
と
い
う
従
来
の
枠
組
み
を
越
え
て
捉
え
よ
う
と
す
る
勝

俣
氏
や
藤
木
氏
の
議
論
、
お
よ
び
そ
れ
を
継
承
•
発
展
さ
せ
て
き
た

研
究
に
対
す
る
批
判
に
性
急
な
あ
ま
り
、
近
世
社
会
と
異
質
な
中
世

社
会
の
特
質
を
描
き
出
す
こ
と
と
な
り
、
却
っ
て
「
中
世
史
」
「
近

世
史
」
の
断
絶
を
強
調
す
る
と
い
う
、
一
九
八

0
年
代
以
前
の
枠
組

(
7
)
 

み
に
回
帰
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

近
年
に
お
け
る
村
町
制
論
お
よ
び
村
論
に
対
す
る
諸
見
解
を
い
く
つ

か
取
り
上
げ
て
私
見
を
提
示
し
、
中
世
・
近
世
の
村
論
に
お
け
る
今

後
の
課
題
に
つ
い
て
展
望
し
て
い
き
た
い
。

近
年
、
勝
俣
「
村
町
制
論
」
の
捉
え
直
し
を
試
み
る
際
に
依
拠
さ

(8
)
 

れ
て
い
る
の
が
志
賀
節
子
氏
の
研
究
で
あ
る
。
志
賀
氏
は
、
①
勝
俣

氏
が
和
泉
国
日
根
野
荘
に
お
い
て
応
永
二
四
(
-
四
一
七
）
年
に
実
現

中
世
に
お
け
る
荘
園
と
村

さ
れ
た
と
す
る
「
起
請
符
の
地
」
11

「
村
請
」
を
、
九
条
家
に
よ
る
日

根
野
荘
の
現
地
支
配
が
守
護
に
よ
る
押
領
に
よ
っ
て
困
難
と
な
っ
て

い
た
状
況
下
で
結
ば
れ
た
有
期
的
な
契
約
で
あ
っ
た
と
し
、
九
条
政

基
が
在
庄
し
て
い
た
文
亀
三
(
-
五
0
三
）
年
の
損
耗
の
際
に
は
、
地

下
か
ら
要
求
さ
れ
て
内
検
が
行
わ
れ
、
「
実
検
の
地
」
、
す
な
わ
ち

「
本
来
の
荘
園
制
支
配
の
原
則
に
戻
っ
て
実
検
（
内
検
）
に
よ
る
年
貢

額
設
定
」
す
る
契
約
と
化
し
た
と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、
②
勝
俣
氏

が
分
析
対
象
と
し
た
史
料
か
ら
「
「
村
請
」
の
具
体
的
な
契
約
内
容

を
読
み
取
る
こ
と
は
困
難
」
で
あ
り
、
か
つ
年
貢
収
納
を
担
う
荘
内

小
村
の
番
頭
の
補
任
権
が
荘
固
領
主
で
あ
る
九
条
家
に
掌
握
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
応
永
二
四
年
の
契
約
は
、
日
根
野

荘
内
の
小
村
を
単
位
に
番
頭
を
納
入
責
任
者
と
し
た
「
村
請
」
で
は

な
く
、
荘
園
領
主
に
よ
る
直
務
支
配
下
に
お
い
て
「
日
根
惣
庄
と
本

所
九
条
家
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
定
額
年
貢
納
入
契
約
」
、
す
な
わ

ち
「
地
下
請
と
よ
ぶ
べ
き
性
質
の
も
の
」
と
位
置
づ
け
た
。
さ
ら
に
、

③
地
下
請
は
荘
園
領
主
の
直
務
支
配
下
に
お
い
て
可
能
と
な
る
契
約

で
あ
り
、
代
官
請
や
守
護
請
と
は
併
存
し
な
い
も
の
の
は
ず
で
あ
る

た
め
、
勝
俣
氏
の
い
う
よ
う
な
、
応
永
二
四
年
以
来
「
起
請
符
の

地
」
契
約
が
継
続
し
た
こ
と
や
、
代
官
請
や
守
護
請
の
も
と
に
「
村

請
」
が
継
続
す
る
と
い
う
あ
り
方
は
想
定
で
き
ず
、
ま
た
、
④
中
世

で
は
、
領
主
に
よ
る
検
注
権
の
放
棄
に
よ
っ
て
年
貢
額
の
固
定
化
が

実
現
す
る
が
、
近
世
の
強
力
な
検
地
権
に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
た
村
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・町
裔
は
、
村
側
か
ら
は
容
易
に
変
更
で
き
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
た

め
、
勝
俣
氏
が
い
う
よ
う
な
近
世
の
村
請
制
へ
の
連
続
は
想
定
で
き

な
い
と
し
て
、
近
世
の
村
請
と
中
世
の
地
下
請
と
の
問
に
明
確
な
差

を
み
て
い
る
。

志
賀
氏
の
「
地
下
請
」
論
を
受
け
て
、
高
木
純

一
氏
は
、
「
現
時

点
に
お
い
て
は
「
地
下
請
」
と

「村
請
」
と
を
同

一
視
す
る
：
．．．． 
勝

俣
説
は
少
な
く
と
も
そ
の
ま
ま
で
は
成
り
立
た
な
い
」
、
「
現
段
階
に

お
い
て
は
足
か
せ
へ
と
変
わ
り
つ
つ
あ
る
」
と
述
べ
、
荘
園
制
下
に

お
け
る
年
貢
収
納
の
具
体
的
あ
り
方
と
村
の
関
与
に
つ
い
て
追
究
す

(
9
}
 

る
必
要
性
を
喚
起
し
て
い
る
。
ま
た
、
久
留
島
典
子
氏
も
日
根
野
荘

の
事
例
は
「
村
請
」
で
は
な
く
「
地
下
請
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
な

{lO
)
 

ど
、
概
ね
志
賀
氏
の
議
論
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る
。

確
か
に
、
志
賀
氏
が
②
③
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
勝
俣
氏
の
論
拠

と
し
た
史
料
だ
け
で
は
、
応
永
二
四
年
の
契
約
が
戦
国
期
に
至
る
ま

で
維
持
さ
れ
た
と
断
言
す
る
に
は
不
十
分
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
一

方
で
、
荘
固
領
主
に
よ
っ
て
小
村
の
番
頭
が
補
任
さ
れ
る
こ
と
、
つ

ま
り
番
頭
が
荘
園
支
配
体
制
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、

小
村
の
番
頭
を
中
核
と
す
る
「
村
諭
」
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
す
る
論
拠
も
、
ま
た
薄
弱
で
あ
る
と
い
え
る
。
と
い
う
の
も
、
幕

藩
体
制
下
に
お
け
る
村
請
で
も
、
ま
た
検
地
を
実
施
し
た
戦
国
大
名

領
国
下
で
も
、
村
の
年
貢
を
取
り
ま
と
め
、
時
に
立
て
替
え
機
能
を

も
有
し
て
い
た
名
主
・
庄
屋
は
、
領
主
権
力
に
よ
っ
て
補
任
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
地
下
請
」
が
荘
園
領
主
と
の
間
に

結
ば
れ
た
法
的
な
請
負
契
約
で
あ
る
よ
う
に
、
戦
国
・
近
世
の
村
請

も
ま
た
、
「
請
負
の

一
札
」
な
ど
に
よ

っ
て
大
名
権
力
と
法
的
に
結

ば
れ
た
契
約
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
荘
園
領
主
か
ら
正
式
に
職
に
補
任

さ
れ
る
こ
と
が
「
地
下
請
」
と
「
村
請
」
を
区
別
す
る
指
標
と
は
な

り
え
な
い
の
で
あ
る
。

中
世
と
い
う
社
会
は
、
荘
園
制
下
の

「職
の
休
系
」
の
も
と
、

様
々
な
消
負
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
。
最
終
的

に
は
幕
藩
体
制
下
に
お
け
る
村
と
領
主
権
力
と
の
直
接
的
な
支
配
、

す
な
わ
ち
直
務
関
係
に
基
づ
く
近
世
の
村
請
制
に
収
倣
し
て
い
く
わ

C
2
-

け
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
至
る
途
上
の
日
本
の
荘
園
制
で
は
、

基
本
的

に
荘
園
領
主
が
現
地
に
不
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
中
間
で
請
け
負
う

存
在
が
必
要
と
な
る
。
志
賀
氏
が
③
で
述
べ
る
よ
う
に
、
代
官
請
や

守
設
請
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

一
方
で
、
志
賀
氏
の
主
張
す
る
よ
う
な

「
地
下
請
」
は
、
そ
う
し
た
中
間
請
負
を
排
除
し
、
荘
園
領
主
に
よ

る
直
務
支
配
下
に
お
い
て
実
現
し
た
請
負
契
約
で
あ
り
、
代
官
・
守

設
と
同
様
に
、
法
的
に
示
さ
れ
た
形
式
の
一
っ
で
あ
る
と
い
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
請
負
契
約
が
代
官
語
・
守
設
請
に
転
換
す
れ
ば
、

「地
下
請
」
が
破
棄
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し、

重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
「
地
下
請
」
や
代
官
請
・
守
設
請
の
も
と
で

ど
の
よ
う
な
収
納
実
務
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
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実
際
に
は
、
荘
園
領
主
側
の
史
料
し
か
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い

現
状
の
な
か
で
は
、
代
官
・
守
護
あ
る
い
は
地
下
（
荘
家
）
の
も
と
に

集
め
ら
れ
た
年
貢
・
公
事
に
つ
い
て
、
領
主
側
が
作
成
し
た
文
書
か

ら
読
み
解
く
し
か
方
法
は
な
い
。
当
然
、
荘
園
領
主
の
支
配
単
位
は

荘
園
で
あ
る
た
め
、
年
貢
算
用
な
ど
の
文
書
は
「
荘
」
単
位
で
記
載

さ
れ
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
過
程
に
つ

い
て
、
そ
の
実
態
を
追
う
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。

し
か
し
、
た
と
え
荘
園
領
主
支
配
の
不
安
定
化
に
よ
っ
て
一
時
的

に
現
れ
た
形
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
領
主
側
の
史
料
の
な
か
に
荘
園

制
下
の
小
村
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
こ
そ
重
視
す
べ
き
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
志
賀
氏
は
、
勝
俣
氏
が
小
村
を
代
表
す
る
番
頭
が
実

務
担
当
責
任
者
と
な
っ
て
成
立
す
る
「
村
請
」
の
論
拠
と
し
た
史
料

に
番
頭
が
署
判
し
て
い
る
こ
と
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
は
小
村
単
位
の

支
配
シ
ス
テ
ム
11

番
頭
制
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
本
来
、
荘
園
領
主

の
役
人
と
し
て
の
番
頭
が
果
た
す
べ
き
職
務
で
あ
っ
た
と
し
て
、
勝

俣
氏
の
「
村
語
」
論
を
退
け
て
い
る
。
だ
が
、
久
留
島
氏
が
、
中
世

後
期
の
荘
園
制
下
で
は
年
貢
納
入
の
場
に
村
の
「
沙
汰
人
」
等
が
深

く
関
与
し
て
い
た
こ
と
や
、
領
主
が
果
た
す
べ
き
「
公
」
的
機
能
が

沙
汰
人
な
し
で
は
実
現
し
え
な
い
状
況
の
な
か
で
、
彼
ら
の
存
在
が

荘
園
額
主
に
承
認
さ
れ
、
「
村
請
」
の
原
型
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過

U
-

程
を
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
荘
園
領
主
と
し
て
も
、
現
地
の
村
々

に
収
納
実
務
を
一
任
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
現
出
し
て
い

(15) 

る
の
で
あ
る
。

ま
た
高
木
氏
も
、
本
来
、
山
城
国
上
久
世
庄
に
お
い
て
年
貢
収
納

を
担
つ
公
文
不
在
と
い
う
状
況
の
な
か
で
、
彼
ら
に
代
わ
っ
て
年
貢

収
納
・
算
用
を
行
う
力
量
を
備
え
た
現
地
の
「
沙
汰
人
」
等
が
実
務

を
遂
行
す
る
こ
と
で
荘
園
領
主
に
公
的
に
認
知
さ
れ
、
た
び
た
び
の

公
文
の
不
在
の
際
に
立
ち
現
れ
て
き
た
沙
汰
人
が
、
最
終
的
に
は

「
寺
家
被
官
」
と
な
っ
て
荘
務
を
担
っ
て
い
く
体
制
が
作
ら
れ
た
こ

(16) 

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
高
木
氏
自
身
は
こ
の
体
制
を
「
直
務
」

体
制
と
称
し
て
い
る
が
、
「
公
文
・
公
文
代
が
問
題
な
く
職
務
を
遂

行
し
て
い
る
通
常
の
支
配
体
制
下
に
お
い
て
も
、
彼
ら
の
少
な
か
ら

ぬ
関
与
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
沙
汰
人
の
存
在
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
公
文
が
交
代
し
て
も

基
本
的
に
滞
り
な
く
荘
務
が
実
現
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
沙
汰
人
た
ち
の
担
う
哨
負
こ
そ
が
、
勝
俣
氏
が
明
ら
か
に
し
た

t
"-

「
村
請
」
の
内
実
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
勝
俣
氏

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
村
請
」
は
、
代
官
請
や
守
護
請
、
さ
ら
に(18) 

は
「
地
下
請
」
の
下
で
も
実
現
す
る
請
負
体
制
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
請
負
は
領
主
と
荘
園
や
村
と
の
間
の
法
的
な
契
約
で
あ

る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
近
世
に
お
い
て
「
法
的
に
」
体
制
化
し
た

「
村
請
」
と
、
荘
園
制
下
に
お
い
て
「
実
質
的
に
」
実
現
し
た
「
村

請
」
と
で
は
意
味
合
い
が
違
う
と
い
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
通
り

で
あ
ろ
う
。
実
際
に
、
荘
園
制
下
に
お
い
て
は
、
法
形
式
に
お
い
て
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請
負
の
主
休
と
し
て
表
面
に
現
れ
る
の
は
代
官
で
あ
り
、
守
護
で
あ

り
、
「
荘
家
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
村
請
」
と
い
う
言

葉
が
混
乱
を
来
す
な
ら
ば
、
久
留
島
氏
が
修
正
し
た
よ
う
に
、
「
村

請
」
状
況
で
も
、
ま
た
別
の
言
葉
で
も
よ
い
の
で
あ
る
が
、
重
要
な

の
は
、
中
世
後
期
の
荘
園
制
下
に
は
、
荘
務
を
担
い
う
る
力
羅
を
有

し
た
政
治
化
さ
れ
た
ま
と
ま
り
で
あ
る
「
村
」
が
形
成
さ
れ
て
お
り

（
そ
れ
が
一
荘
に
相
当
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、

小
村
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
も
あ

る
）
、
そ
れ
が
実
体
と
し
て
荘
園
領
主
の
年
貢
収
納
実
務
を
請
け
負

う
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
点
に
勝
俣
「
村
請
」
論
の
画

期
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
中
世
に
お
け
る
数
あ
る
請
負
の
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か
で
、
「
村
請
」
が
表
面
に
現
れ
る
こ
と
も
あ

れ
ば
、
代
官
請
の
下
に
隠
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
時
々
の
状
況
に

よ
り
領
主
と
荘
園
現
地
と
の
関
係
が
変
化
す
る
の
は
当
た
り
前
の
こ

と
で
、
そ
う
し
た
関
係
を
、
時
に
「
荘
家
の
一
揆
」
な
ど
を
通
じ
て

変
更
し
な
が
ら
、
領
主
と
現
地
と
の
合
意
の
も
と
で
新
た
な
関
係
が

築
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
戦
国
期
に
お
け
る
日
根
野
荘
の
「
起
請

符
の
地
」
か
ら
「
実
検
の
地
」
へ
の
変
更
を
、
あ
た
か
も
時
代
の
逆

行
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
が
、
災
害
や
天
候
不
順
に
よ
る
凶
作
や
飢

饉
が
頻
発
す
る
社
会
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
契
約
が
現
地
の
人
び

と
に
と
っ
て
今
必
要
な
の
か
を
見
極
め
た
上
で
、
荘
園
領
主
と
の
交

渉
や
合
意
の
な
か
で
選
択
さ
れ
た
結
果
な
の
で
あ
り
、
そ
の
選
択
さ

れ
た
契
約
に
つ
い
て
進
歩
・
後
退
を
論
じ
る
こ
と
自
体
が
無
意
味
で

で
は
、
中
世
に
お
け
る
対
他
関
係
か
ら
創
り
出
さ
れ
た
荘
園
制
下

の
自
立
的
な
「
村
」
に
よ
る
「
村
請
」
は
、
近
世
の
「
村
請
」
と
ど

う
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
志
賀
氏
の
論
点
の

e)につ
い
て
検
討
し
な

が
ら
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
①
に
お
い
て
、
炎
干
を
理
由
に
内
検
を

求
め
て
き
た
日
根
野
荘
東
方
に
対
し
て
、
な
ら
ば
「
起
請
符
の
地
」

か
ら
実
検
に
よ
る
「
一
色
進
退
」
に
す
る
と
九
条
政
基
が
述
べ
た
こ

と
を
、
志
賀
氏
は
定
額
年
貢
請
切
制
か
ら
検
注
に
よ
る
直
接
支
配
に

復
し
た
と
評
価
し
て
い
る
。
「
起
請
符
の
地」
11

定
額
年
貢
請
切
制
か

ら
「
実
検
の
地
」
11

直
務
支
配
へ
の
移
行
を
「
逆
行
」
と
捉
え
る
の

は
、
内
検
の
実
施
を
、
荘
園
支
配
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
個
別
百
姓

支
配
へ
の
回
帰
と
捉
え
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
村
（
あ
る
い

は
村
の
主
導
者
で
あ
る
番
頭

・
沙
汰
人
等
）が
「

H
」
を
単
位
に
収
納
実
務

を
実
質
的
に
担
う
こ
と
を
荘
園
制
下
に
お
け
る
「
村
請
」
と
捉
え
る

な
ら
ば
、
「
起
請
符
の
地
」
で
あ
ろ
う
と
、
「
実
検
の
地
」
11

「
一
色
進

退
」
で
あ
ろ
う
と
、
「
村
請
」
は
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

実
際
に
、

九
条
政
基
が
在
荘
し
て
い
る
期
間
に
お
け
る
年
貢
収
納

(19
)
 

は
各
小
村
ご
と
で
あ
り
、
毎
年
、

基
本
的
に
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。

小
村
は
番
頭
制
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
収
取
単
位
と
捉
え
る
の
か
も
知

中
世
の
村
か
ら
近
世
の
村
へ

あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
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れ
な
い
が
、
し
か
し
現
地
で
は
、
収
納
担
当
者
で
あ
る
番
頭
ご
と
に

収
納
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
個
々
の
百
姓
に
よ
っ
て
一
ヵ
月

か
け
て
村
の
政
所
に
納
入
さ
れ
た
年
貢
を
「
年
貢
納
帳
」
に
記
し
、

未
進
分
に
つ
い
て
は
番
頭
ご
と
に
集
計
し
た
上
で
、
最
終
的
に
、
番

ご
と
に
百
姓
の
納
入
分
を
記
し
た
「
納
帳
・
算
用
状
」
が
代
官
に

(20
)
 

よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
荘
園
領
主
の
収
納
実
務
と
し

て
は
番
頭
制
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
た
め
、
未
進
分
は
帳
面
上
は
番
頭
に

付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
実
質
的
に
は

「年
貢
納
帳
」
の
記
載

に
基
づ
き
、
村
単
位
で
差
配
さ
れ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、

勝
俣
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
定
額
年
貢
請
切
制
で
あ
っ
て
も
、
損

免
が
あ
る
場
合
に
は
内
検
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
上
で
村

に
対
し
て
「
何
石
」
「
何
分

こ

と
い
う
形
で
免
除
分
が
与
え
ら
れ
、

そ
の
後
獲
得
さ
れ
た
損
免
分
は
村
を
通
じ
て
各
百
姓
に
配
分
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
手
続
き
か
ら
考
え
て
も
、
荘
園
現
地
に
お
け
る

収
納
実
務
は
「
村
」
単
位
で
行
わ
れ
、
荘
園
領
主
に
納
入
す
る
段
階

で
「
荘
」
単
位
に
算
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

こ
う
し
た
収
納
実
務
の
あ
り
方
は
、
戦
国
大
名
領
国
で
も
確
認
で

き
る
。
戦
国
大
名
北
条
氏
領
国
下
に
お
い
て
は
、
検
地
に
よ
っ
て
算

出
さ
れ
た
村
高
（郷
高
）
を
基
準
に
、
名
主
に
よ
っ
て
取
り
ま
と
め
ら

れ
た
年
貢
が
小
代
官
を
通
じ
て
領
主
へ
納
入
さ
れ
る
が
、
損
免
が
あ

る
場
合
に
は
、
村
側
か
ら
の
申
請
を
受
け
て
内
検
の
た
め
の
検
使
を

派
遣
し
、
「
何
貰
」
「
何
分
一
」
と
い
う
免
除
分
が
決
定
さ
れ
た
の
で

-22) 

あ
る
。
戦
国
大
名
浅
井
氏
が
、
損
免
を
行
う
場
合
に
は
「
立
田
」
を

(23
)
 

み
て
決
定
す
る
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
損
免
に
は
検
見
が
原
則
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
内
検
は
損
免
額
を
確
定
す
る
た
め
の
手

段
の
―
つ
で
あ
り
、
内
検
の
実
施
を
も
っ
て
村
請
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
未
進
に
つ
い
て
は
、
未
進
者
の
名
前
が
記

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
催
促
は
基
本
的
に
村
ご
と
に
行
わ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
近
世
に
お
い
て
も
、
個
々
の
百
姓
に
よ

る
郷
中
御
蔵
へ
の
年
貢
納
入
と
、
百
姓
ご
と
に
納
入
年
貢
の
集
計
が

行
わ
れ
た
後
に
領
主
の
蔵
へ
納
入
さ
れ
る
手
続
き
を
踏
ん
で
お
り
、

現
地
に
お
け
る
年
貢
の
取
り
ま
と
め
と
納
入
方
法
に
、
中
世
後
期
か

ら
近
世
に
か
け
て
の
変
化
は
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
四
。

以
上
の
よ
う
な
荘
園
現
地
に
お
け
る
実
際
の
年
貢
納
入
手
続
き
を

踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
④
の
論
点
で
あ
る
中
世
の
「
村
請
」
と
近
世
の

「村
請
」
と
を
ど
う
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
志
賀
氏
は
、
検

注
の
放
棄
に
よ
っ
て
年
貢
の
固
定
化
が
実
現
す
る
が
、
近
世
の
検
地

に
よ
る
村
高
の
決
定
は
容
易
に
覆
せ
な
い
と
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、

本
当
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
再
検
地
の

必
要
は
な
く
な
る
わ
け
だ
が
、
実
際
に
は
戦
国
大
名
検
地
に
お
い
て

も
、
近
世
の
検
地
に
お
い
て
も
、
大
名
権
力
側
の
都
合
に
よ
ら
な
い
、

隣
村
と
の
紛
争
解
決
や
災
害
等
に
よ
る
年
貢
収
納
の
見
直
し
を
契
機

に
再
検
地
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
度
に
領
主
と
村
と
の
間
で
合

(26
)
 

意
が
図
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
検
注
も
検
地
も
同
様
に
土
地
刷
査
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(27) 

の
方
法
で
あ
る
と
捉
え
れ
ば
、
そ
の

H
的
は
収
納
可
能
な
年
貢
高
の

把
握
に
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
志
賀
氏
は
、
検
注
・
内
検
や
検
地
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
固
定
年
貢
お
よ
び
「
村
高
」
を
、
す
べ
て
納
入

す
べ
き

「
年
貢
高
」
と
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

松
浦
義
則
氏
は
、
越
前
国
に
お
け
る
柴
田
勝
家
検
地
が
、
荘
園
制

下
の
本
年
貢
・
公
事
と
加
地
子
ま
で
を
も
含
み
込
ん
で
太
閤
検
地
の

基
準
に
符
合
す
る
反
別
斗
代
を
設
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
村
高
」

(28) 

が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
松
浦
氏
の
研
究

を
踏
ま
え
て
織
田
・
豊
臣
政
権
期
の
検
地
を
検
討
し
た
池
上
裕
子
氏

は
、
本
年
貢
・
公
事
と
加
地
子
の
合
計
額
で
あ
る
反
別
一
石
五
斗
と

い
う
数
値
が
、
「
年
貢
高
」
の
標
準
値
と
し
て
当
時
の
人
び
と
に
容

易
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
数
値
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、

織
田
政
権
期
は
、
戦
国
大
名
と
同
様
に
、
そ
の
数
値
を
も
と
に
行
わ

れ
た
検
地
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
分
米
高
11
石
裔
11
「村
高
」
か
ら

村
の
必
要
経
費
等
（
井
料
等
の
経
費
や
、
公
事
・

夫
役
負
担
へ
の
反
対
給
付

と
し
て
の
免
除
分
等
）
を
差
し
引
い
て
年
貢
高
を
決
定
し
た
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
、
石
高
（
村
高
）
は
あ
く
ま
で
も
年
貢
賦
課
基
準
高
に
過

ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
荘
園
斗
代
や
戦
国
大
名
の
貰
高

(29) 

を
単
純
に
年
貢
高
と
捉
え
て
き
た
従
来
の
研
究
を
批
判
し
た
。
織
田

政
権
を
引
き
継
い
だ
豊
臣
政
権
も
同
様
に
、
村
の
再
生
産
に
必
要
な

経
費
や
公
事

・
夫
役
等
の
免
除
分
を
、
石
高
に
物
成
率
（
年
貢
率
）
を

乗
じ
た
分
を
石
高
か
ら
差
し
引
く
こ
と
で
村
が
確
保
し
た
こ
と
を
指

摘
し
、
そ
の
上
で
、
村
の
必
要
経
費
は
、
中
世
に
お
け
る
「
村
請
」

の
も
と
で
の
領
主
と
の
交
渉
・
闘
い
の
な
か
で
獲
得
さ
れ
た
成
果
が

(30〉

織
田
・
豊
臣
政
権
期
に
継
承
さ
れ
た
と
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
中
世
の
人
び
と
に
よ
る
絶
え
間
な
い
行
動
・
交
渉
の
結
実
の

上
に
近
世
社
会
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
人
び
と
の
行
動
の
基
軸
に

村
の
自
立
・
自
検
断
と

「村
請
」
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

勝
俣
氏
の
「
村
請
論
」
が
「
村
町
制
論
」
の
核
と
し
て
展
開
さ
れ
た

の
は
こ
の
た
め
で
あ
り
、
「
村
請
論
」
を
単
に
領
主
と
の
法
的
関
係

の
有
無
と
い
う
表
面
的
な
議
論
に
矮
小
化
し
て
し
ま
う
と
、
そ
の
本

質
を
見
誤
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
、
体
制
と
し
て
荘
園
領

主
や
大
名
権
力
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
力
量

が
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
近
世
の
幕
藩
体
制
や
そ
の
下
で
の
「
村

請
」
を
実
現
す
る
に
は
困
難
を
極
め
た
で
あ
ろ
う
し
、
逆
に
国
替
え

が
頻
発
化
し
た
織
田

・
豊
臣
政
権
期
以
降
に
お
い
て
、
領
主
権
力
が

変
わ
っ
て
も
、
ま
た
戦
乱
の
な
か
で
不
在
で
あ
っ
て
も
、
比
較
的
短

期
間
で
支
配
体
制
を
整
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
自
立
的
な
村
に

よ
る
「
村
請
」
の
実
体
の
存
在
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
中
世
の
「
村
請
」
と
近
世
の
「
村
請
」
と
の
違
い

を
本
質
的
な
も
の
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
戦
国
・
織
豊
期
検
地
お
よ
び

そ
れ
を
経
た
社
会
を
い
か
に
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
も
論
じ
る
必
要

が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
世
か
ら
近
世
を
見
通
し
た
議
論
が
、

「村
請
論
」
に
限
ら
ず
ま
だ
ま
だ
少
な
い
現
状
で
あ
る
た
め
、
さ
ら
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お

わ

り

に

な
る
事
例
検
証
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
、
は
な
は
だ
雑
駁
で
あ
り
、
籠
者
の
な
か
で
う
ま
く
消
化
で

き
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
多
々
あ
る
が
、
「
村
町
制
論
」
や
「
村
論
」

に
対
す
る
近
年
の
成
果
に
学
び
つ
つ
、
私
見
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。
筆
者
は
、
中
世
か
ら
近
世
を
連
続
し
て
捉
え
る
立
場
か
ら
研

究
を
進
め
て
い
る
が
、
と
は
い
え
、
中
世
と
近
世
を
ま
っ
た
く
同
じ

社
会
と
捉
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
緩
や
か
に
変
化
し
て
い
く
と

こ
ろ
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
村
請
」
を
主

森
す
る
人
び
と
の
社
会
的
・
経
済
的
地
位
が
地
域
社
会
の
な
か
で
変

化
し
て
い
た
り
、
構
成
メ
ン
バ
ー
に

一
般
百
姓
を
含
み
込
む
よ
う
に

な
っ
た
り
、
ま
た
、
「
村
請
」
の
基
盤
と
な
る
「
村
」
自
体
の
枠
組

み
が
界
な
っ
て
い
た
り
と
、
中
世
か
ら
近
世
に
至
る
長
い
歴
史
の
な

か
で
、
様
々
な
違
い
が
生
じ
て
く
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
戦

国
時
代
の
請
負
の
単
位
と
な
っ
て
い
た
、
複
数
の
小
村
を
含
み
込
ん

だ
「
郷
」
か
ら
、
近
世
に
か
け
て
小
村
が
請
負
の
単
位
と
し
て
立
ち

(31
)
 

現
れ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
池
上
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
郷
」

と
い
う
枠
組
み
は
権
力
側
の
政
治
的
枠
組
み
で
あ
っ
て
、
実
際
の
生

(32
)
 

活
共
同
体
の
枠
組
み
と
は
ズ
レ
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
一
方
で
、

「
村
請
」
を
含
む
請
負
契
約
は
相
互
の
合
意
の
上
で
結
ば
れ
る
こ
と

か
ら
考
え
れ
ば
、
生
活
レ
ベ
ル
と
は
ズ
レ
る
「
郷
」
で
の
請
負
に
は
、

例
え
ば
土
豪
に
よ
る
立
て
替
え
機
能
の
必
要
性
な
ど
、
そ
れ
な
り
の

理
由
が
存
在
し
て
選
択
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
変

化
の
過
程
や
要
因
を
、
近
世
ま
で
見
通
し
て
追
究
し
て
い
く
こ
と
が
、

(33) 

今
後
の
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

ま
た
近
年
で
は
、
村
の
地
域
性
に
つ
い
て
注
視
し
て
い
く
研
究
も

進
め
ら
れ
て
い
る
。
先
進
地
と
し
て
の
畿
内
・
近
国
と
辺
境
・
後
進

地
と
し
て
の
東
国
や
九
州
と
い
っ
た
捉
え
方
は
、
以
前
よ
り
根
深
く

存
在
し
て
い
る
。
か
つ
て
後
進
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
地
域
に
お
い
て

も
、
民
衆
の
営
み
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
も
あ
る
。
史
料

的
な
問
題
か
ら
先
進
・
後
進
と
み
え
て
し
ま
う
と
こ
ろ
も
あ
る
た
め
、

残
存
史
料
の
少
な
い
中
世
だ
け
で
は
な
く
、
近
世
に
大
幅
に
踏
み
込

ん
で
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
他
、
中

世
・
近
世
の
村
社
会
や
「
村
請
」
を
考
え
る
際
に
は
不
可
欠
な
テ
ー

マ
で
あ
る
「
土
豪
」
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、

筆
者
の
力
量
不
足
に
よ
り
、
別
稿
を
期
し
た
い
と
思
う
。
本
稿
に
示

し
た
研
究
テ
ー
マ
は
、
す
べ
て
筆
者
に
と
っ
て
の
課
題
と
認
識
し
、

怠
惰
な
自
分
を
叱
咤
し
つ
つ
、
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。

(
1
)

民
衆
史
研
究
の
方
法
や
視
座
に
つ
い
て
は
、
民
衆
史
研
究
会
編
『
民

衆
史
を
考
え
る
J

(
校
倉
苔
房
、
一
九
八
八
年
）
な
ど
を
参
照
。

(
2
)

勝
俣
鎮
夫
「
戦
国
時
代
の
村
落
ー
和
泉
国
入
山
田
村

・
日
根
野
村
を

中
心
に
」
（
同

『
戦
国
時
代
論
」
所
収
、
岩
波
杏
店
、

一
九
九
六
年
、
初
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出
一
九
八
五
年
）
。

(
3
)

藤
木
久
志
[
豊
臣
平
和
令
と
戦
旧
社
会
j

(
)
¥
京
大
学
出
版
会
、
了
几

八
五
年
）
・
同
「
戦
国
の
作
法
j

(
平
凡
社
、
一
九
八
七
年
）
ほ
か
。

(
4
)

高
木
純

一
「
中
近
世
移
行
期
村
落
論
の
課
題
」（『日
本
史
研
究
』
六

九
六
号
、
二

0
二
0
年
）
、
坂
本
亮
太
「
中
世
村
洛
史
研
究
の
過
去
・

現
在
・
未
来
」
(
E

新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
二
九
八
号
、
二

0
ニ―

年
）
な
ど
。

(
5
)

枚
挙
に

い
と
ま
が
な
い
た
め
、
さ
し
あ
た
り
池
上
裕
子

「中
世
・
近

世
移
行
期
の
社
会
と
権
力
」
（
『
信
濃
』
五
五
ー
ニ
、
二

0
0
三
年
）
・
同

「
中
近
世
移
行
期
を
考
え
る
ー
村
落
論
を
中
心
に
」
（
同

『日
本
中
近
世

移
行
期
論
」
所
収
、
校
倉
害
房
、
―

1
0
―
二
年
、
初
出
二

0
0
九
年
）

を
あ
げ
て
お
く
。

(
6
)

稲
架
継
賜
氏
は
こ
の
点
に
関
し
て
、
藤
木
久
志
氏
の
研
究
を
「
あ
く

ま
で
戦
国
の
村
11

民
衆
か
ら
目
を
そ
ら
さ
ず
、
そ
の
視
座
か
ら
町
11

統

治
権
力
の
本
質
に
せ
ま
り
、
新
た
な
全
体
史
に
挑
む
藤
木
史
学
」
と
評

し
て
い
る
（
同
「
解
説
藤
木
史
学

そ

の

ス

ケ
ー
ル
と
成
り
立
ち
」、

藤
木
久
志
『
戦
国
民
衆
像
の
虚
実
』
所
収
、
高
志
書
院
選
瞥
―
二
、
ニ

0
一
九
年
）
。
藤
木
氏
に
よ
る
「
民
衆
史
の
基
底
レ
ベ

ル
11

「
習
俗
」
」

か
ら
国
家
や
権
力
の
形
成
過
程
を
見
据
え
る
と
い
う
研
究
手
法
は
、
塚

本
学
氏
が
提
起
し
た
『
小
さ
な
歴
史
と
大
き
な
歴
史
」
（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
三
年
）
と

い
う
民
衆
史
研
究
の
視
座
と
も
共
鳴
す
る
も
の
で
あ

り
、
い
ま
だ
に
重
要
な
方
法
で
あ
る
。

(
7
)

確
か
に
、
中
世
と
は
異
な
る
部
分
が
近
柑
に
は
あ
る
の
も
問
違
い
な

い
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
近
世
と
は
異
な
る
中
世
の
特
質
を
強
調
す

る
研
究
に
お

い
て
は
、
近
枇
へ

の
展
開
に
つ
い
て
の
実
証
的
な
検
証
が

は
と
ん
ど
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
近
担
社
会
に
関
す
る
理
解
は
従
来
の
近

世
史
研
究
の
成
果
に
依
拠
す
る
の
み
で
あ
る
。
村
上
絢

一
「
中
世
土
地

制
度
史
・
中
近
世
移
行
期
村
落
論
・
在
地
文
書
伝
来
論
へ
の
認
．識
」
（
『
新

し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
二
九
八
号
、
二

0
ニ
―
年
）
も
、
高
木
前
掲

注
(
4
)
論
文
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
同
様
の
懸
念
を
示
し
て
い
る
。

(
8
)

志
賀
節
子
「
和
泉
国
日
根
庄
入
山
田
村

・
日
根
野
村
の
「
村
請
し

（
同
『
中
枇
荘
園
制
社
会
の
地
域
構
造
』
所
収
、
校
倉
書
房
、
二

0
1

七
年
、
初
出
二

0
0
八
年
）
。

(
9
)

高
木
前
掲
注

(
4
)論
文
・
同
「
束
寺
領
山
城
国
上
久
世
荘
に
お
け
る

年
貢
収
取
・
算
用
と
「
沙
汰
人
」
」
（
『
史
学
雑
誌
」
―
二
六
編
二
号
、
ニ

0
一
七
年
）
。

(10)

久
留
島
典
子
「
中
世
後
期
の
社
会
動
向
ー
荘
園
制
と
村
町
制
」（『日

本
史
研
究
]
五
七
二
号
、
二

0
1
0
年）。

(11)

水
本
邦
彦
『
近
世
の
郷
村
自
治
と
行
政
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

九
三
年
）
、
黒
田
基
樹
「
北
条
氏
領
国
に
お
け
る
「
小
代
官
」
と
「
名

主
に
（
同
『
戦
国
大
名
北
条
氏
の
領
国
支
配
』
所
収
、
岩
田
書
院
、
一

九
九
五
年
）
。

(12)

則
竹
雄
一

「戦
国
大
名
北
条
氏
の
検
地
ー
貫
高
制
」
（
同

コ戦
国
大
名

領
国
の
権
力
構
造
」
所
収
、

吉
川
弘
文
館
、
二

0
0
五
年
、
初
出
―

1
0

0
0
年
）
、
「
戦
国
逍
文
後
北
条
氏
編
』
一
三
六
九
゜

(13
)

し
か
し
、
近
世
初
期
に
お
け
る

「
村
請
」
の
実
態
に
つ
い
て
追
究
し

た
論
文
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
門
前
博
之
「
村
繭
支
配
と
近
世
村
落

の
形
成
」
（
『
歴
史
学
研
究
」
別
冊
特
集
、
一
九
九
七
年
）
、
水
本
邦
彦

「
近
世
の
村
社
会
と
国
家
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
七
年
）
・
同
前

掲
注
(11)
著
書
、
吉
田
ゆ
り
子
「
幕
藩
体
制
成
立
期
の
村
落
と
村
請

制」
（
同
『
兵
農
分
離
と
地
域
社
会
』
所
収
、
校
倉
上
国
房
、
二

0
0
0
年、

初
出
一
九
八
五
年
）
、
牧
原
成
征
「
近
世
初
期
の
村
落
構
成
」
（
同
『
近

世
の
土
地
制
度
と
在
地
社
会
j

所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二

0
0
四

年
）
・
同
「
十
七
世
紀
の
年
貢
収
取
と
村
請
制
」
（
『
東
京
大
学

H
本
史
学

研
究
室
紀
要
別
冊
近
世
政
治
史
論
叢
j

二
0
1
0
年
）
な
ど
が
あ
げ

ら
れ
る
が
、
そ
の
見
解
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
。
今
後
の
課
題

で
あ
る
。

(14)

久
留
島
典
子
「
中
世
後
期
の

「
村
請
制
」
に
つ
い
て
ー
山
城
国
上
下

久
世
庄
を
素
材
と
し
て
」
（
『
歴
史
評
論
」
四
八
八
号
、
一
九
九

0
年）。

な
お
、
久
留
島
前
掲
注

(10)
論
文
で
は
、
こ
こ
で
の
「
村
請
」
を
、
百
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姓
の
共
同
性
を
媒
介
と
し
た
「
村
請
」
状
況
（
「
百
姓
直
納
」
体
制
）
と

表
現
し
て
い
る
。

(15)

志
賀
節
子
「
地
下
請
小
考
」（
同
前
掲
注

(
8
)
著
書
所
収
、
初
出
二
0

0
九
年
）
で
は
、
中
世
後
期
に
お
い
て
は
「
政
所
屋
」
な
ど
に
荘
務
を

一
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(16)

高空木
前
掲
注

(9
)論
文
・
同
「
戦
国
期
畿
内
村
落
に
お
け
る
被
官
化

状
況
と
領
主
支
配
ー
ー
束
寺
箱
山
城
国
上
久
世
荘
を
中
心
に
」
（
「
ヒ
ス
ト

リ
ア
」
二
五
三
号
、
二

0
一
五
年
）
。

(17
)

東
寺
に
認
知
さ
れ
た
上
久
世
荘
の

「沙
汰
人
」
の
成
立
は
、
直
接
的

に
は
公
文
の
不
在
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
期
が
応
水
二

0
年

代
末
で
あ
る
と
い
う
の
も
示
唆
的
で
あ
る
。
日
根
野
荘
入
山

III
の
む

捕
・
船
濶
両
村
の
惣
慕
で
あ
る
西
光
寺
惣
墓
に
は
、
「
為
法
楽
平
等
利

益
」
と
の
町
文
が
刻
ま
れ
た
応
氷
二
六
年
の
銘
を
も
つ
宝
俄
印
塔
が
現

存
し
て
い
る
（
阿
諏
肪
行
美•長
谷
川
裕
子
「
日
根
荘
人
山
田
の
石
造

物
調
査

2
」
「
泉
佐
野
市
史
研
究
」
八
号
、
二

0
0
一
年
）
。
こ
の
時
期

に
は
、
対
領
主
・
対
隣
接
村
の
闘
争
の
な
か
で
「
村
」
が
形
成
さ
れ
、

そ
れ
が
九
条
家
か
ら
荘
務
を
請
け
負
う
力
醤
を
兼
ね
備
え
て
い
た
こ
と

の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(18)

こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
拙
秘
「
十
五
ー
十
ヒ
批
紀
に
お
け
る
村
の
構

造
と
領
主
権
力
」
（
同
祠
国
期
の
地
域
権
力
と
惣
国
一
揆
」
所
収
、
岩

田
術
院
、
―

1
0
一
六
年
、
初
出
二

0
-
―
年
）
を
参
照
。

(19)

「
政
基
公
旅
引
付
」
の
各
年
の
九
月
1
1
0
月
の
記
事
を
参
照
。

(20)

勝
俣
前
掲
注

(
2
)
論
文
、
拙
稿
前
掲
注

(18)
論
文
、
「
九
条
家
文
害
」

―
1
0
・
 

I

―
四
（
「
泉
佐
野
市
史
四
J

)

。

(21)

拙
稿
前
掲
注

(18)
論
文
、
「
東
寺
百
合
文
書
」
ワ
函
五
三
・
を
函
九

0
)
。

(22)

則
竹
雄
一
「
大
名
領
国
制
下
の
年
貢
収
取
と
村
落
」
（
同
前
掲
注
(12)

著
柑
所
収
、
初
出
一
九
九
三
年
）
、
「
戦
国
遺
文
後
北
条
氏
紺
」
五
二

六
・
ニ

0
三
七
・
ニ
―
二

0
な
ど
。

(23)

「
加
藤
文
書
」
（
小
和
田
哲
男
絹
「
浅
井
一
―
i

代
文
害
集
」
）
。

(24)

「
戦
国
遺
文
後
北
条
氏
編
」
二
三
一
・
三
六
四

0
。

(25)

拙
稿
前
掲
注
(18
)論
文
、
「
竹
捕
文
杏
」
租
税
六
・

三
（
分
類

・
文
書

番
号
は
、
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
発
行
の
目
録
に
よ
る
。
以

下
同
）
・
「
福
永
文
苔
」
租
税
八
。

(26)

久
保
健
一
郎
「
戦
国
大
名
検
地
の
構
造
」
（
同
「
戦
国
大
名
と
公
邑

所
収
、
校
倉
住
房
、
二

0
0
一
年
、
初
出
一
九
九
0
年）。

(27)

平
井
上
総
「
検
地
と
知
行
制
」
（
「
岩
波
講
座
日
本
の
歴
史
第
九
巻

中
世
四
j

所
収
、
二

0
一
五
年
）
。

(28)

松
浦
義
則

「
柴
田
勝
家
の
越
前
検
地
と
村
落
」
（
同
「
戦
国
期
越
前
の

領
国
支
配
所
収
、
戎
光
祥
出
版
、
二

0
一
七
年
、
初
出
一
九
八
一
ー
一
年
）
。

(29)

池
上
裕
子
「
糀
豊
期
検
地
論
」
（同
「
戦
国
時
代
社
会
構
造
の
研
究
」

所
収
、
・
校
倉
杏
房
、
一
九
九
九
年
、
初

Iii
一
九
八
八
年
）。

(30)

な
お
、
岡
野
友
彦
氏
は
、
検
注
を
通
じ
て
荘
園
領
主
が
把
握
し
た
本

年
貢
と
加
地
子
の
総
抵
が
一
石
五
斗
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
が
（
「
「
応
氷
の
検
注
帳
」
と
中
世
後
期
荘
園
制
」
（
「
歴
史
学
研
究
j

八
0
七
号
、

1
1
0
0
五
年
）
）
、
こ
の
数
値
が
股
臣
政
椛
の
太
附
検
地
の

基
準
と
さ
れ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
一
石
五
斗
の
斗
代
を
納
得
で
き
る

数
値
と
し
て
維
持
し
て
き
た
こ
と
も
ま
た
、
中
世
の
人
び
と
の
自
力
の

成
果
の
一
っ
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

(31)

拙
稿
「
近
世
前
期
の
地
域
秩
序
と
村
域
形
成
」
（
渡
辺
尚
志
編
『
畿
内

の
村
の
近
世
史
」
所
収
、
清
文
堂
出
版
、
二

0
1
0
年
）
・
同
「
戦
国

期
に
お
け
る
村
請
の
構
造
と
土
豪
」
（
同
前
掲
注

(18)
著
苔
所
収
、
初
出

二
0
―
二
年
）
。

(32)

池
上
前
掲
注

(
5
)
論
文
。

(33)

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
近
年
で
は
熱
田
順

「
「
村
中
」
形
成
の
背
禁

と
歴
史
的
意
義
ー
紀
伊
国
相
賀
荘
柏
原
村
を
事
例
に
」
（
「
中
央
史
学
」

四
三
号
、
二

0
二
0
年
）
・
同
「
中
近
枇
移
行
期
に
お
け
る
地
域
秩
序

の
変
容
と
村
落
ー
丹
波
国
山
国
地
域
を
題
材
に
」
（
『
新
し
い
歴
史
学
の

た
め
に
」
二
九
八
号
、
二

0
ニ
一
年
）
が
、
積
極
的
に
近
世
に
ま
で
踏

み

込

ん

で

検

討

し

て

い

る

。

（

は

せ

が

わ

や

す

こ

）
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